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（警察庁） 

事 項 名 20年度減量・効率化の取組内容 

本庁内部部局等におけるアウトソ

ーシング等による効率化 

警察庁行政効率化推進計画を踏まえ、公用車の運転業務について、事務の特殊性を踏まえつつ、アウトソーシングの

範囲の拡大を図る。 

 

【管区警察局】  

都道府県情報通信部の業務の効率

化（ネットセキュリティ業務の高

度化・効率化）等 

ＩＴの高度化・スキルアップ等により、業務の効率化を図り、都道府県情報通信部の定員を平成18～19年度に68人合

理化した。20年度においても引き続き情報通信部門の業務の特殊性に留意しつつ、業務の効率化に努め、68人合理化す

る。 

 

都道府県情報通信部の業務の民間

委託による合理化 

警察庁の地方機関の通信業務について、民間委託を推進し、平成13年度以降５年間で当該業務に携わる職員を100人

程度縮減した。20年度においても、引き続き実施可能な民間委託の取組を検討するとともに、ＩＴの高度化等を踏ま

え、情報通信部門の業務の特殊性に留意しつつ、引き続き業務の効率化を検討する。 

 

地方機関における技能・労務職員

の業務の効率化 

地方機関の技能・労務職員について、業務の効率化等により、平成18～19年度に28人合理化した。20年度において

も、引き続き業務の効率化等により14人合理化する。 

 

地方機関における業務の効率化・

合理化等 

総務・庶務部門の業務実施体制の見直しへの取組等により、平成18～19年度に地方機関の定員を83人（うち都道府県

情報通信部の定員を73人）合理化した。20年度においても、総務・庶務部門の業務実施体制の見直しへの取組等によ

り、７人（うち都道府県情報通信部の定員を６人）合理化する。 

警察庁の他の事項や上記の取組により、地方機関の定員を平成18～19年度に217人、20年度に104人合理化することを

含め、22年度末までに定員を317人以上合理化する。 

 

業務・システムの最適化に基づく

業務の効率化・合理化 

業務の効率化に努めることにより内部管理業務を見直す。 

「警察庁情報ネットワーク（共通システム）最適化計画」に基づき警察庁ＷＡＮシステム（機器）の統合化、グルー

プウェアシステムの再配置等を実施する。 

「全国的情報処理センター用システムの業務・システム最適化計画」に基づき業務処理機能の強化・拡大等を実施す

る。 

「運転者管理等のシステムの業務・システム最適化計画」に基づき端末からの情報入力における利便性向上、主管課

への端末設置等による都道府県警察における業務の迅速化等を実施する。 

「指紋業務及び掌紋業務の業務・システムの最適化計画」に基づき業務処理機能の強化・拡大等を実施する。 



2 

 

「企画分析業務（警察）の業務・システム最適化計画」（19年５月改定）に基づき、業務処理機能の強化・拡大、Ｆ

ＩＵ移管に伴うシステム整備及び機能拡充等を実施する。 

「警察総合捜査情報システムの業務・システムの最適化計画」（19年２月決定）に基づき、業務・システム間の連携

を強化することにより、情報入力及び検索機能の高度化等により、都道府県警察における業務処理時間の短縮を図る

他、ＤＮＡ型照会業務のオンライン化による登録・照会の迅速化・効率化等を実施する。 

これらの取組により、平成18～19年度に29人、20年度に10人合理化することを含め、22年度末までに定員を54人合理

化する見込みである。 

以上のほか、府省共通業務・システム及び一部関係府省業務・システムについては、各最適化計画の担当府省と調整

を行い、府省共通業務・システムの導入による業務の効率化・合理化を実施する。 

 

施設管理・運営業務の市場化テス

トの実施 

警察大学校の施設の管理・運営業務については、民間競争入札を行い、平成21年４月から原則３年以上の複数年契約

によって実施することにより、効率化等を図る。 

 

語学研修関連業務の市場化テスト

の実施 

語学研修関連業務について、民間競争入札の活用に向けた検討を引き続き進めているところ。 

 

警察大学校、科学警察研究所、皇

宮警察学校、管区警察学校の組

織・運営の効率化・合理化 

定員の内部振替により新規増員を抑制するとともに、業務実施体制の見直しへの取組等により、平成19年度に警察大

学校の定員を２人、科学警察研究所の定員を１人合理化した。引き続き、公用車の運転業務、庁舎の警備業務等可能な

範囲でアウトソーシングを行うなど、可能な効率化・合理化を検討する。 

 

皇宮警察本部の業務の効率化 定員の内部振替により、平成18～19年度の新規増員を抑制するとともに、業務実施体制の見直しへの取組等により、

18～19年度に皇宮警察本部の定員を13人合理化した。20年度においても、業務実施体制の見直しへの取組等により、定

員を６人合理化する。 

 

（注）事項名に（☆）がある事項における平成20年度の合理化数は他の事項との重複がある。 

 


